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【手続補正書】
【提出日】令和2年2月10日(2020.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態による車両の後部車体構造で、ルーフ部を取り外して示す斜
視図である。
【図２】図１のＸ部を拡大して示す斜視図である。
【図３】図２のトランクヒンジ部を示す平面図である。
【図４】図３のＡ－Ａ線断面図である。
【図５】図３のＢ－Ｂ線断面図である。
【図６】車体右側のクォーターピラー部の内側構造を示す正面図である。
【図７】トランクヒンジを車体下面側から見た斜視図である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　前記パーティション部８は、パーティション前壁部８１と、パーティション上壁部８２

と、パーティション横壁部８３とで構成されている。前記パーティション前壁部８１は、
図２および図７に示すように、車幅方向に延びる帯状のパーティションフロントメンバ１
０と、このパーティションフロントメンバ１０の前方に設けられ、車体前後方向に前面壁
部１１ａから上面部１１ｂにかけて屈曲して形成され、かつ車幅方向に延びるパーティシ
ョンフロントパネル１１とで構成されている。パーティションフロントメンバ１０はパー
ティションフロントパネル１１の前面壁部１１ａの裏面側に車幅方向に図示しない間隙を
設けて接合されており、車幅方向に閉じ断面構造を形成している。
　パーティション上壁部８２は、パーティションフロントパネル１１の後方側に接合され
たパーティションパネル１２と、パーティションパネル１２の後部側に接合されたパーテ
ィションリヤメンバ１３とで構成されている。パーティションパネル１２の後端部には、
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パーティションリヤメンバ１３との間に図示しない間隙を形成して、車幅方向に閉じ断面
構造を形成している。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　一方、パーティション横壁部８３は、パーティション前壁部８１と、パーティション上
壁部８２のうち、両者の車幅方向両端周辺の部位であり、両者に跨るように接合して設け
られた、パーティションサイドフロントパネル１４と、パーティションサイドリヤパネル
１５とで構成されている。パーティション横壁部８３の上面、パーティションサイドリヤ
パネル１５には、トランクリッド９を開閉するドッグレッグ式のトランクヒンジ１６のヒ
ンジブラケット１７が設けられている。パーティションサイドリヤパネル１５には、上面
にヒンジブラケット用開口部１５ａが設けられている。このヒンジブラケット用開口部１
５ａには、図３および図４に示すように、ヒンジブラケット１７の左右両側の取付フラン
ジ部１７ａが通されて、パーティションサイドリヤパネル１５の裏面側に取付フランジ部
１７ａが重ねられて、図示しない取付孔を通してボルト１８およびナット１８ａを介して
螺着されている。ボルト１８およびナット１８ａは、車体内側の取付フランジ部１７ａで
は２個所、車体外側の取付フランジ部１７ａでは１個所に設けられて固定されている。ド
ッグレッグ式のトランクヒンジ１６は一端部がヒンジブラケット１７に軸支されており、
他端部がトランクリッド９の裏面側に固定されている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　前記パーティションサイドリヤパネル１５は、図４に示すように、車幅方向の側壁側に
下方に向けた段差部１５ｂが形成されており、段差部１５ｂの先を下方に延設して、その
車幅方向の先端部１５ｃが前記クォーターピラーインナパネル２およびリヤピラーインナ
リンフォース５に接合されている。前記パーティションサイドリヤパネル１５の段差部１
５ｂの上部側にはパネル状の補強部材１９が配置されて、パーティションサイドリヤパネ
ル１５と、補強部材１９と、前記リヤピラーインナリンフォース５とで車室内側壁部の前
後方向に沿って一定長さの閉じ断面Ｓが形成されている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、前記パーティション部８の上壁部８２にはヒンジブラケット１７の取付部である
トランクヒンジ取付部が設けられており、クォーターピラーインナパネル２側の前記パー
ティション部８端部には、ヒンジブラケット１７の取付け面に対して下側に下がる段差部
１５ｂが設けられている。そして前記段差部１５ｂの上に前記クォーターピラーインナパ
ネル（側壁部）２に向けて補強部材１９が設けられ、前記パーティション部８の段差部１
５ｂとの間に車体の前後方向に沿った閉じ断面Ｓ構造が設けられている。こうして、ヒン
ジブラケット１７の取付け面より下側に段差部１５ｂを有することで、トランクリッド９
の取付による下向きの荷重に対するパーティション部８の端部の垂れ下がり等の変形を支
えやすくなり、組み付け品質の向上になる。また、補強部材１９を追加することで、パー



(3) JP 2018-176786 A5 2020.3.26

ティションサイドリヤパネル１５とクォーターピラーインナパネル２およびリヤピラーイ
ンナリンフォース５の接合点を閉じ断面部Ｓを挟んで、上下方向に離して複数配置するこ
とにより、車体の捩じれによる変形などによる車両上下方向の入力で、接合点に応力集中
するのを防ぐことができ、接合強度を高めることができる。さらに、パーティション部８
の端部を閉じ断面構造によって補強することで、接合部の変形を抑えることができ、車体
の捩じれ自体を低減することができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　１　サイドボディパネル
　２　クォーターピラーインナパネル
　３　ホイールハウス
　４　シートベルトリンフォース
　５　リヤピラーインナリンフォース
　６　キャビン
　７　トランクルーム
　８　パーティション部
　８１　パーティション前壁部
　８２　パーティション上壁部
　８３　パーティション横壁部
　９　トランクリッド
　１０　パーティションフロントメンバ
　１１　パーティションフロントパネル
　１２　パーティションパネル
　１３　パーティションリヤメンバ
　１４　パーティションサイドフロントパネル
　１４ａ　パーティションサイドフロントメンバ
　１５　パーティションサイドリヤパネル
　１５ａ　ヒンジブラケット用開口部
　１５ｂ　段差部
　１５ｃ　先端部
　１６　トランクヒンジ
　１７　ヒンジブラケット
　１７ａ　取付フランジ部
　１８　ボルト
　１８ａ　ナット
　１９　補強部材
　Ｓ　閉じ断面
　Ｓ１　第１の閉じ断面（前部閉じ断面）
　Ｓ２　第２の閉じ断面（側部閉じ断面）
　Ｓ３　第３の閉じ断面（後部閉じ断面）
【手続補正７】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
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　前記車室内側壁部は、クォーターピラーインナパネル、リヤピラーインナリンフォース
、リヤシートベルトリンフォースを含んで構成され、リヤピラーインナリンフォースとリ
ヤシートベルトリンフォースとが前記補強部材と共止め固定されていることを特徴とする
請求項２ないし４のいずれか１項に記載の車両の後部車体構造。
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